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１ 特 殊 詐 欺 発 生 状 況（暫定値）

２ SNS型投資・ロマンス詐欺発生状況（暫定値）

４ 情報掲示板

件数 構成比 被害総額 件数 被害総額

851 -- 約143億9,800万円 +313 +約54億4,100万円

412 48.4% 約87億4,600万円 +105 +約29億5,700万円

439 51.6% 約56億5,200万円 +208 +約24億8,500万円

SNS型ロマンス詐欺（投資名目） 374 43.9% 約53億500万円 +186 +約24億300万円

SNS型ロマンス詐欺（その他） 65 7.6% 約3億4,700万円 +22 +約8,200万円

令和７年12月末 前年同期比

SNS型投資・ロマンス詐欺

SNS型投資詐欺

SNS型ロマンス詐欺の内訳

３ 特殊詐欺被害者の傾向（性別・年齢）

（１） オレオレ詐欺とは
息子や孫を騙り「駅に鞄を忘れた」「仕事で失敗をしたからお金が必要」

などと言い、現金を用意させ、上司や同僚が現金を受け取りにくる手口に加
え、最近ではニセ警察詐欺（警察官を騙った手口）が増えています。

令和６年と令和７年の傾向を

性別・年齢で比較すると、男女
ともに２０代から５０代で被害
が増加しています。
犯行の手口は日々悪質巧妙化
しており、特に警察官をかたっ
たニセ警察詐欺に注意が必要で
す。

令和７年令和６年

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

令和６年 28 24 25 21 28 33 37 40 95 142 151 329 153 825 19 49 536 1463

令和７年 89 83 125 90 89 99 87 100 182 161 182 303 175 636 26 52 955 1524

合計６０歳代 ７０歳代 ８０歳代 ９０歳以上２９歳以下 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代



ニセ警察詐欺の手口は、「詐欺事件の犯人があなたを共犯だと話している」「あなたの口
座が犯罪に利用されている」「身の潔白を証明するためにはあなたの資産を調査する必要が
ある」「容疑が晴れたらお金を返すので指定する口座にお金を振り込んで」などと言って、
お金を振り込ませます。
また、本物の警察官と信じ込ませるために、ビデオ通話に誘導して、警察の制服を着た犯

人が、警察手帳や被害者の氏名が記載された逮捕状を示してきたりします。

（２） 架空料金請求とは

パソコンや携帯電話に「ウイルスに感染した」「サイトの未納料金が
ある」などと表示させ、記載されている電話番号に架電するとウイルス
除去や有料サイト利用料に必要な代金の支払いとして、コンビニエンス
ストア等で電子マネーを購入させて、電子マネーの利用権利をだまし
とったり、口座に金銭を振り込ませる手口です。

融資に関するメールやＦＡＸ等が届き、申し込みをすると、「審査は通ったが、保証金が

必要です」などとだまし、現金を振り込ませる手口です。

（３） 融資保証金詐欺とは

役所等をかたり「医療費（保険料）の払い戻しがあります」「今日が期限で
す」などと言って、ＡＴＭに誘導し、携帯電話で指示しながら、ＡＴＭを操作
させて犯人の口座に振り込ませる手口です。

（４） 還付金詐欺とは

警察官、デパート、家電量販店、役所等をかたり、「あなた名義のカードを使って高額な買い物
をしている人がいる」などと電話し、キャッシュカードの交換手続が必要などと言って、キャッシュ
カードをだまし取る手口です。
また、「新しいカードが届くまで、この封筒に入れて保管して下さい」などと言って、封筒に
キャッシュカードを入れさせ、隙を見て別の封筒とすり替える手口もあります。

（５） 預貯金詐欺・キャッシュカード詐欺盗とは

５ ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺のだましの手口

（１） ＳＮＳ型投資詐欺とは

（２） ＳＮＳ型ロマンス詐欺とは
ＳＮＳやマッチングアプリ等を通じて知り合った者と、直接会うことなくやり取りを続けるこ

とで恋愛感情や親近感を抱かせ、投資金や日本への渡航費用名目等で金銭をだまし取る手口
です。

最近では、ＳＮＳ等で副業の募集を行い、応募してきた人に、報酬の受取
手数料やミスの補填料などと言って、現金を振り込ませる手口も増えていま
す。

インターネット上に嘘の投資広告を出したり「必ず儲かる投資方法を教えます」な
どとメッセージを送るなどして、ＳＮＳに誘導し、メッセージのやり取りを重ねて被
害者を信用させて、投資金や手数料等の名目でお金を振り込ませる手口です。

被害に遭わないポイントとして、「自分は大丈
夫」ではなく、「自分も騙されるかもしれない」
と意識し、特殊詐欺等の手口を知ることに加え、
対策を講じることが大切です。


